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はじめに

　令和５年４月１日に農業経営基盤強化促進法等の一部改正法が施行
され、人・農地プランが地域計画として法定化されたことにより、
市町村は令和７年３月末までに市街化区域等を除く区域で地域計画を
策定することになりました。

　県内では53市町村で800地区以上の多数の地域計画の策定が
予定されており、期限内の策定に向けては、先行して策定した優良
事例を各地域に広めていくことが有効であると考えています。

　そのため、本県では令和４年度から先行して計画策定に取り組む
12地区のモデル地区を設定し、市町村、農業委員会、JA、土地
改良区などの関係機関が連携し策定支援に取り組んできたところ
ですが、このたび、モデル地区において蓄積した策定ノウハウを
共有するため取組事例集を作成しました。

　本事例集により、地域計画の策定手法について理解を深めていた
だき、関係機関の連携のもと、将来の地域農業の発展に資する実り
ある地域計画の策定に引き続き取り組んでいただくようお願いいたし
ます。



Ⅰ　地域計画の概要
　　将来の地域農業を話し合おう！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ⅱ　地域計画の策定取組事例
　①　千葉市下泉町地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～長期的に継続できる営農体系の醸成～

　②　我孫子市北新田地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～地域の話し合いを通して農地集積・集約を検討～

　③　印西市松虫地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～集落の信頼を農地維持につなげる～

　④　富里市十倉地区高松入集落・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～畑作地帯で、農家全員の合意により目標地図を作成～

　⑤　香取市小見川新田地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～集落営農組織の設立・法人化及び複数の農業法人により、
　　　　農地の集積・集約化に取り組み、農作業の効率化を図る～

　⑥　銚子市西部地区（船木・椎柴・豊里地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～他の地区からの出入耕作などにより担い手不足を解消～

　⑦　旭市滝郷地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～担い手の規模拡大による農地の集積・集約化等の推進～

　⑧　山武市八田地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～基盤整備により農作業の効率化を図り、営農組合でサツマイモを導入～

　⑨　茂原市七渡地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～新規就農を受け入れ、担い手不足を解消し、遊休農地の減少を目指す～

　⑩　御宿町実谷七本地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～法人の担い手を中心に農地の集積・集約を図り、効率的に営農～

　⑪　南房総市千代・三坂地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～担い手の営農継続と多様な生産品目、営農類型に応じた農地の集約化～

　⑫　袖ケ浦市大鳥居地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　　　～基盤整備を契機に、集落営農組織の設立により水稲経営の効率を上げる～

※事例の記載内容は令和６年２月末時点のものです。

１

４

８

１２

１６

２０

２４

２８

３２

３６

４０

４４

４８

目　　次



－ 1 －



－ 2 －



－ 3 －



地域計画策定前

①千葉市下泉町地区
長期的に継続できる営農体系の醸成

26.6ha農用地等
面積

町丁策定単位

9名、
1組合耕作者数

現況地図

地域の現況

地区の概要及び課題

未策定人・農地
プラン

水稲主な作物

47％現状の
集積率※

機運なし基盤整備
の活用

• 同地区は高齢化の進展等により担い手が減
少しているものの、地域農業の将来像を見据
えた話合いが行われるなど地域計画作成に向
けた素地が生まれつつある状況であった。

• 地域の農業を活性化するため、新規就農者の
確保・育成を図るとともに、地域の農家とと
もに、地域全体で農地を利用する仕組みを構
築する必要があった。

●

※認定農業者、市町村基本構想水準到達者、認定新規就農者、
集落営農の４者の利用面積が農用地面積に占める割合
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地域計画策定内容

＼農用地の集積、集団化の取組／
農地中間管理機構を活用し、可能な

限り認定農業者等の担い手へ農地集
積・集約を進める。
一方で、担い手の高齢化や機械の不

足等の理由から、担い手が引き受ける
ことができない農地については、引き
続き下泉米麦管理組合が作業受託によ
り耕作する。

＼多様な経営体の確保・育成の取組／
地域外からも多様な経営体が参入し、

定着できるよう、農業事務所が栽培技
術等に係る支援や市・農地中間管理機
構が農地のあっせん等を行う。

地域の目指す姿

地区計画の策定内容

協議の実施

目標地図を貼り付け

9名、
1組合

地域内の農業
を担う者の数

水稲主な作物

47%目標集積率

＼地域計画の実現に向けた取組／
農業者の高齢化により耕作できなくなった農地については、認定農業者等の主要な担い

手や、下泉米麦管理組合が中心となって引き受け、遊休農地の増加を抑止する。そのため、
地区外からも農地を利用する者を確保する等、地域と担い手が一体となって農地を利用す
る体制の構築を図る。
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目標地図について協議を実施する際、目標地図に位置付ける経営体の一部が、都合が合わず
参加できなかった。そのため、後日、協議の場で合意が得られた地域計画の案や、パンフレッ
ト等の書類を送付し、必要に応じて説明に伺うことで、個別に地域計画の策定についての合意
を図った。

地域計画策定で苦慮した点３

地域計画策定に向けて工夫した点２

推進体制１

具体的な役割機関名

協議の場の設置・運営、地域計画の策定千葉市農地活用推進課

出し手・受け手の意向把握、目標地図案の作成千葉市農業委員会

協議の場への参加ちばみらい農業協同組合

協議の場でのサポート（農地耕作条件改善事業の紹介等）、地域計
画の実現に向けた支援（栽培技術に係る支援）千葉農業事務所

農地中間管理事業の活用による集積・集約化の支援農地中間管理機構

千葉市東部土地改良区（担い手の協議の場への参集、耕作者の意向
を市へ情報提供）その他

　千葉市が地域の実情や出し手・受け手の意向を把握するにあたり、主要な担い手である下泉
米麦管理組合の協力を得てアンケート（紙面）を行うことにより、効率的に情報を収集するこ
とができた。
　また、千葉市東部土地改良区の協力を得て、担い手の協議の場への参集や、目標地図を作成
した。
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計画策定の経過４

令和６年度令和５年度令和４年度
1～
3月

10～
12月

7～
9月

4～
6月

1～
3月

10～
12月

7～
9月

4～
6月

１～
3月

11～
12月

協議の場の設置に
係る調整①

出し手・受け手の
意向把握②

協議の実施、
取りまとめ③

目標地図の
素案作成④

地域計画案の
取りまとめ・策定⑤

具体的な取組内容取組項目

土地改良区等を通じて、主要な担い手に対して協議の
場への参加を呼びかけ（９～１０月）。①協議の場の設置に係る調整

土地改良区等やアンケートを通じて、地域農業者等の
意向を確認。②出し手・受け手の意向把握

土地改良区、主要な担い手を中心として協議を実施。
（第１回：１１月５日実施、第２回：２月１８日実施）
協議不参加の主要な担い手の意向確認（２～３月）

（協議の回数：２回）
③協議の実施、取りまとめ

④目標地図の素案作成

土地改良区を通じて、当該組合員である地域農業者等
に対して、作成した地域計画案を周知（３～４月予定）。
また、ＪＡへの説明実施（３～４月予定）。

⑤地域計画案の取りまとめ・策定

計画 実績

・アンケート及び協議の結果を踏まえ、協議の場におい
て、農業を担う者が少ないことから、米麦管理組合の協
力を得て、白地図に手書きし、目標地図の素案を作成
（１１～１２月）。
・２名に農地集積を進めることになった。今後、農地を
耕作できなくなった場合は地図に表示した主要な担い手
のいずれかが担うことになった。
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